
令和８ 年度から 、

妊娠2 8 週～3 6 週の妊婦の方を 対象に

RSウイルス
感染症に対する

母子免疫ワク チン の

定期接種を実施し ます。

R S ウイ ルス は小児や高齢者に 呼吸器症状を 引き 起こ すウ イ ルス で 、

２ 歳ま で にほぼ全て の乳幼児がR S ウイ ルス に少な く と も １ 度は感染

する と さ れていま す。

感染する と 、発熱、鼻水、咳など の症状が出現し 、初めて感染し た乳幼児

の約７ 割は軽症で 数日のう ち に 軽快し ま す が、約３ 割で は咳が悪化

し 、重症化する こ と があり ます。

2 0 1 0年代には、年間1 2万人～1 8万人の２ 歳未満の乳幼児がR S ウイ ルス

感染症と 診断さ れ、３ 万人～５ 万人が入院を 要し たと さ れています。

RSウイ ルス感染症は乳幼児が感染する と 重症化するこ と があり ます

接種時点で、

過去の妊娠時にR S ウイ ルスワク チン（ 母子免疫ワク チン ）を

接種し たこ と のある 方も 対象になり ます。

定期接種の対象

定期接種はお住まいの（ 住民票のある ）市町村で実施さ れます。

接種で き る 場所や費用について 、詳し く はお住ま いの市町村にお問い合わせ

く だ さ い 。ま た 、里帰り 出産に よ り お住ま い の市町村外で の接種を 希望する

場合についても 、お住まいの市町村にお問い合わせく ださ い。

定期接種を 受ける 方法と 費用

妊娠2 8 週０ 日 から  3 6 週６ 日 までの妊婦の方



母子免疫ワ ク チ ン（ フ ァ イ ザー社の組換え R S ウ イ ルス ワ ク

チ ン： ア ブ リ ス ボ�）を 使用し ま す。こ のワク チ ン は、妊婦の方

に接種する と 、母体内で 作ら れた 抗体が胎盤を 通じ て 胎児に

移行し 、生ま れた 乳児が出生時から R S ウ イ ルス に 対す る

予防効果を 得る こ と がで き ま す。

使用する ワク チン（ 母子免疫ワク チン ）について

ワク チ ン の効果

R S ウイ ルスワク チン について

詳し く 知り たい方はこ ち ら
2 0 2 6 年 4 月

厚生労働省ホームページ

厚労省 R S ウイ ルス  母子免疫ワク チン

接種スケジュ ール 妊娠2 8 週０ 日から 3 6 週６ 日までの間に1 回接種

ワク チ ン の接種後に副反応がみら れる こ と があり ま す。

主な 副反応には、接種部位の症状（ 疼痛、腫脹、紅斑）、頭痛、筋肉痛があり ま す。

ワ ク チ ン 接種に よ る 妊娠高血圧症候群の発症リ ス ク に 関し て 、薬事承認に お い て 用い ら れた

臨床試験で は、妊娠高血圧症候群の発症リ ス ク は増加し ま せんで し た。海外における 一部の報告

で は、妊娠高血圧症候群の発症リ ス ク が増加し た と い う も のも あ り ま すが、解釈に 注意が必要

で ある と さ れて いま す。

接種後に気にな る 症状を 認めた場合は、接種し た医療機関へお問い合わせく ださ い。

ワク チ ン の安全性

予防接種後に健康被害が生じ た場合は、救済制度があり ま す

医師が特に必要と 認めた場合は、他のワク チン と 同時接種が可能です。

●他のワク チ ン と の同時接種について

予防接種は、感染症を 予防する た めに 重要な も ので すが、健康被害（ 病気にな っ た り 障害が残っ

た り する こ と ）が起こ る こ と があり ま す。極めて ま れで はある も のの、副反応によ る 健康被害を

な く すこ と はで き な いこ と から 、救済制度が設けら れて いま す。

接種を 受け た ご 本人及び出生し た 児が対象と な り ま す。制度の利用を 申し 込むと き は、予防接

種を 受け た 時に 住民票を 登録し て いた市町村にご 相談く ださ い。

６ 割程度の予防効果 ５ 割程度の予防効果

８ 割程度の予防効果 ７ 割程度の予防効果

※1  妊娠2 4 週～3 6 週の妊婦を 対象と し て いま す。

※2  肺炎、気管支炎等の感染症

※3  医療機関への受診を 要する 気道感染症を 有する R S ウイ ルス 検査陽性の乳児で 、多呼吸、S p O 2  9 3 % 未満、高流量鼻カ ニ ュ ラ
　    ま たは人工呼吸器の装着、4  時間を 超え る IC U  への収容ま たは無反応・ 意識不明のいずれかに該当と 定義し て いま す。

抗体

日齢０ 日～9 0 日

有効性（ ※1 ）

R S ウイ ルス 感染症によ る 医療受診を
必要と し た下気道感染症 (※2 )の予防

R S ウイ ルス 感染によ る 医療受診を
必要と し た重症下気道感染症 (※3 )の予防

日齢０ 日～1 8 0 日


